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四日市市工事執行規程の一部を改正する規程 

四日市市工事執行規程（昭和４６年四日市市訓令甲第１２号）の一部を次のように

改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は、四日市市工事執行

規則（昭和４６年四日市市規則第３４

号。以下「規則」という。）第５５条

の規定に基づき、規則の施行及びこれ

に付帯する事務の処理について必要な

事項を定めるものとする。 

第１条 この規程は、四日市市工事執行

規則（昭和４６年四日市市規則第３４

号。以下「規則」という。）第４９条

の規定に基づき、規則の施行及びこれ

に付帯する事務の処理について必要な

事項を定めるものとする。 

  

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 この規程において使用する用語

は、規則において使用する用語の例に

よるほか、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

第２条 この規程において使用する用語

は、規則において使用する用語の例に

よるほか、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 工事担当課長 四日市市役所処務

規程（昭和２２年四日市市規程第４

号）第１条に規定する課及び四日市

市教育委員会事務局処務規則（昭和

３９年四日市市教委規則第１０号）

(1) 工事担当課長 四日市市役所処務

規程（昭和２２年四日市市規程第４

号）第１条に規定する課及び四日市

市教育委員会事務局処務規則（昭和

３９年四日市市教委規則第１０号）



第４条に規定する課のうち工事の施

工を主管する課の長をいう。 

第４条に規定する課のうち工事の施

行を主管する課の長をいう。 

(2) 現場代理人等 現場代理人、主任

技術者、監理技術者、監理技術者補

佐又は専門技術者をいう。 

(2) 現場代理人等 現場代理人、主任

技術者、監理技術者又は専門技術者

をいう。 

(3) （略） (3) （略） 

  

（指示打合せ記録） （指示打合せ記録） 

第４条 監督職員は、工事の施工に関す

る受注者等への指示打合事項を、書面

により速やかに工事担当課長に報告す

るものとする。 

第４条 監督職員は、工事の施行に関す

る受注者等への指示打合事項を、書面

により速やかに工事担当課長に報告す

るものとする。 

  

（設計図書作成上の留意事項） （設計図書作成上の留意事項） 

第６条 設計図書を作成するに当たって

は、次の各号に掲げる事項に留意しな

ければならない。 

第６条 設計図書を作成するに当たって

は、次の各号に掲げる事項に留意しな

ければならない。 

(1) 工事の内容に応じて実地調査を行

い、その施工に疑義の生じないよう

明確なものとすること。 

(1) 工事の内容に応じて実地調査を行

い、その施行に疑義の生じないよう

明確なものとすること。 

(2)から(4)まで （略） (2) から(4)まで （略） 

(5) 工期は、工事の施工に必要かつ適

正な期間とすること。 

(5) 工期は、工事の施行に必要かつ適

正な期間とすること。 

(6) 工事の施工に必要な土地、水面等

の使用、占用その他の利用及び施設

等の移転については、工事の施工に

支障のないようあらかじめ必要な手

続をとること。 

(6) 工事の施行に必要な土地、水面等

の使用、占用その他の利用及び施設

等の移転については、工事の施行に

支障のないようあらかじめ必要な手

続をとること。 

  

（秘密の保持） （秘密の保持） 

第７条 設計図書並びに工事の施工金額

及びその内訳を記載した書面について

第７条 設計図書並びに工事の施行金額

及びその内訳を記載した書面について



は、契約が成立するまで秘密とし、直

接の関係職員以外の者に漏らしてはな

らない。 

は、契約が成立するまで秘密とし、直

接の関係職員以外の者に漏らしてはな

らない。 

  

（工事施工決裁） （工事施行決裁） 

第８条 工事を施工しようとするとき

は、予算執行伺書に設計図書を添え

て、上司の決裁を受けるものとする。

ただし、突発事故その他の事由により

特に急施を要する場合は、財政経営部

長、財政課長及び調達契約課長に協議

し、設計図書に代えて概算仕様書によ

ることができる。この場合において、

工事が完成したときは、速やかに精算

するものとする。 

第８条 工事を施行しようとするとき

は、予算執行伺書に設計図書を添え

て、上司の決裁を受けるものとする。

ただし、突発事故その他の事由により

特に急施を要する場合は、財政経営部

長、財政経営課長及び調達契約課長に

協議し、設計図書に代えて概算仕様書

によることができる。この場合におい

て、工事が完成したときは、速やかに

精算するものとする。 

  

（予算執行伺書の起案上の留意事項） （予算執行伺書の起案上の留意事項） 

第９条 予算執行伺書を起案するに当た

っては、次の各号に掲げる事項に留意

しなければならない。 

第９条 予算執行伺書を起案するに当た

っては、次の各号に掲げる事項に留意

しなければならない。 

(1) 工事の施工の時期、施設等の移設

及び埋設その他工事の施工について

関係方面の意見を聞き、その施工に

ついて支障のないことを確認するこ

と。 

(1) 工事の施行の時期、施設等の移設

及び埋設その他工事の施行について

関係方面の意見を聞き、その施行に

ついて支障のないことを確認するこ

と。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 工事の施工の時期に制約のあるも

のは、その時期を失しないようにす

ること。 

(3) 工事の施行の時期に制約のあるも

のは、その時期を失しないようにす

ること。 

  

（契約の請求） （契約の請求） 

第１０条 工事担当課長は、工事の施工 第１０条 工事担当課長は、工事の施行



が決定したときは、予算執行伺書及び

設計図書をもって調達契約課長に契約

の請求をするものとする。ただし、建

築及び営繕工事に係る１件１００万円

未満の工事及びその他の工事に係る１

件５０万円未満の工事で随意契約によ

り契約をしようとするものについて

は、この限りでない。 

が決定したときは、予算執行伺書及び

設計図書をもって調達契約課長に契約

の請求をするものとする。ただし、建

築及び営繕工事に係る１件１００万円

未満の工事及びその他の工事に係る１

件５０万円未満の工事で随意契約によ

り契約をしようとするものについて

は、この限りでない。 

  

（監督職員の指名） （監督職員の指名） 

第１３条 工事担当課長は、前条の契約

決定通知書を受けたときは、直ちに当

該課の技術職員のうちから工事の監督

職員を指名するとともに関係書類を交

付して当該工事の施工に必要な事項を

指示するものとする。 

第１３条 工事担当課長は、前条の契約

決定通知書を受けたときは、直ちに当

該課の技術職員のうちから工事の監督

職員を指名するとともに関係書類を交

付して当該工事の施行に必要な事項を

指示するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（工事施工前の措置） （工事施行前の措置） 

第１４条 工事担当課長は、工事の施工

に当たり次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、あらかじめ必要な

措置をとるものとする。 

第１４条 工事担当課長は、工事の施行

に当たり次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、あらかじめ必要な

措置をとるものとする。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 工事の施工に支障となる施設その

他に係る防護等を講じる必要がある

とき。 

(3) 工事の施行に支障となる施設その

他に係る防護等を講じる必要がある

とき。 

(4) 前３号のほか、工事の施工に当た

り事前に措置を必要とする事由があ

るとき。 

(4) 前３号のほか、工事の施行に当た

り事前に措置を必要とする事由があ

るとき。 

  

（工事区域の引渡し等） （工事区域の引渡し等） 



第１５条 工事担当課長は、工事の請負

契約等を締結したときは、直ちに当該

受注者等に、工事区域を引き渡し、工

事の施工に必要な事項を引き継ぐもの

とする。 

第１５条 工事担当課長は、工事の請負

契約等を締結したときは、直ちに当該

受注者等に、工事区域を引き渡し、工

事の施行に必要な事項を引き継ぐもの

とする。 

  

（監督職員の注意義務） （監督職員の注意義務） 

第１６条 監督職員は、工事の施工に際

し、次の各号に掲げる事項に注意しな

ければならない。 

第１６条 監督職員は、工事の施行に際

し、次の各号に掲げる事項に注意しな

ければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 工事が円滑に施工されるよう常に

現場の状況等を熟知しておくこと。 

(2) 工事が円滑に施行されるよう常に

現場の状況等を熟知しておくこと。 

(3) 工事の施工に支障のないよう適切

な指示監督を遅滞なく行うこと。 

(3) 工事の施行に支障のないよう適切

な指示監督を遅滞なく行うこと。 

(4) 工事の施工について紛争等が起こ

らないよう地元住民等との関係に特

に配慮すること。 

(4) 工事の施行について紛争等が起こ

らないよう地元住民等との関係に特

に配慮すること。 

(5) （略） (5) （略） 

  

（現場指揮） （現場指揮） 

第１７条 監督職員は、工事の施工に当

たり受注者又は現場代理人を工事現場

に常駐させ、工事の施工について諸般

の指揮に当たらせるものとする。 

第１７条 監督職員は、工事の施行に当

たり受注者又は現場代理人を工事現場

に常駐させ、工事の施行について諸般

の指揮に当たらせるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 監督職員は、規則第２０条第１項又

は第２０条の２第１項の規定により届

出のあった現場代理人等又は管理技術

者等が工事の施工上又は管理上不適当

と認められるときは、直ちに工事担当

課長に報告するものとする。 

３ 監督職員は、規則第２０条第１項又

は第２０条の２第１項の規定により届

出のあった現場代理人等又は管理技術

者等が工事の施行上又は管理上不適当

と認められるときは、直ちに工事担当

課長に報告するものとする。 



４ 工事担当課長は、前２項の規定によ

り報告を受けた現場代理人等又は管理

技術者等が工事の施工上又は管理上不

適当と認めるときは、受注者等に対し

現場代理人等又は管理技術者等の変更

を求めることができる。 

４ 工事担当課長は、前２項の規定によ

り報告を受けた現場代理人等又は管理

技術者等が工事の施行上又は管理上不

適当と認めるときは、受注者等に対し

現場代理人等又は管理技術者等の変更

を求めることができる。 

  

（工事の委任又は下請負） （工事の委任又は下請負） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ 監督職員は、受注者等が工事を施工

するために使用している下請負人、再

受託者、労働者等（以下「使用人」と

いう。）で、工事の施工上又は管理上

不適当と認められるものがあるとき

は、直ちに工事担当課長に報告するも

のとする。 

２ 監督職員は、受注者等が工事を施行

するために使用している下請負人、再

受託者、労働者等（以下「使用人」と

いう。）で、工事の施行上又は管理上

不適当と認められるものがあるとき

は、直ちに工事担当課長に報告するも

のとする。 

３ （略） ３ （略） 

  

（立会い又はその他の方法による確認

等） 

（立会い又はその他の方法による確認

等） 

第２１条 監督職員は、規則第２４条の

規定によるほか、次の各号のいずれか

に該当する場合は、当該工事に立ち会

うものとする。ただし、やむを得ない

事由により立ち会うことができないと

きは、その都度受注者等に対し、現場

写真その他適宜の方法を指示し、その

成果を確認するものとする。 

第２１条 監督職員は、規則第２４条の

規定によるほか、次の各号のいずれか

に該当する場合は、当該工事に立ち会

うものとする。ただし、やむを得ない

事由により立ち会うことができないと

きは、その都度受注者等に対し、現場

写真その他適宜の方法を指示し、その

成果を確認するものとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 工期又は施工技術面から判断し

て、やり直しができない工事を施工

するとき。 

(2) 工期又は施行技術面から判断し

て、やり直しができない工事を施行

するとき。 



２ 監督職員は、受注者等が前項に規定

する立会いその他の方法による確認を

受けないで、当該部分の工事を施工し

たと認めるときは、工事担当課長の指

示のもとに直ちに当該部分を発掘し、

又は破壊して検査をすることができ

る。 

２ 監督職員は、受注者等が前項に規定

する立会いその他の方法による確認を

受けないで、当該部分の工事を施行し

たと認めるときは、工事担当課長の指

示のもとに直ちに当該部分を発掘し、

又は破壊して検査をすることができ

る。 

  

（撤去品又は発生品） （撤去品又は発生品） 

第２３条 監督職員は、工事の施工に伴

い撤去品又は発生品が生じたときは、

受注者等からその内容を明らかにした

書面を提出させ、意見を付して工事担

当課長に報告するものとする。 

第２３条 監督職員は、工事の施行に伴

い撤去品又は発生品が生じたときは、

受注者等からその内容を明らかにした

書面を提出させ、意見を付して工事担

当課長に報告するものとする。 

  

（改造の指示） （改造の指示） 

第２４条 監督職員は、工事の施工が設

計図書に適合しないと認めるときは、

工事担当課長に報告するとともに受注

者等に厳重に注意し、直ちに当該箇所

の改造を指示するものとする。 

第２４条 監督職員は、工事の施行が設

計図書に適合しないと認めるときは、

工事担当課長に報告するとともに受注

者等に厳重に注意し、直ちに当該箇所

の改造を指示するものとする。 

  

（設計図書に係る疑義等） （設計図書に係る疑義等） 

第２５条 監督職員は、別に定めがある

もののほか、工事の施工に当たり次の

各号のいずれかに該当すると認めると

きは、工事担当課長に報告し、その指

示を受けるものとする。ただし、その

事実が軽微なものについては、自らの

判断により受注者等に必要事項を指示

するとともに、指示した後に、その旨

を工事担当課長に報告するものとする

第２５条 監督職員は、別に定めがある

もののほか、工事の施行に当たり次の

各号のいずれかに該当すると認めると

きは、工事担当課長に報告し、その指

示を受けるものとする。ただし、その

事実が軽微なものについては、自らの

判断により受注者等に必要事項を指示

するとともに、指示した後に、その旨

を工事担当課長に報告するものとする



ことができる。 ことができる。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

  

（工事の中止等） （工事の中止等） 

第２７条 （略） 第２７条 （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 調達契約課長は、前項の報告を受け

たときは、工事施工一時中止（再開）

通知書又は工事請負契約解除通知書若

しくは委託契約解除通知書を受注者等

に交付するものとする。 

４ 調達契約課長は、前項の報告を受け

たときは、工事施行一時中止（再開）

通知書又は工事請負契約解除通知書若

しくは委託契約解除通知書を受注者等

に交付するものとする。 

  

（設計変更） （設計変更） 

第２８条 監督職員は、工事施工中に設

計変更の必要が生じたときは、速やか

に工事担当課長に報告するものとす

る。 

第２８条 監督職員は、工事施行中に設

計変更の必要が生じたときは、速やか

に工事担当課長に報告するものとす

る。 

２ 工事担当課長は、設計変更をしよう

とするときは、予算執行変更伺書に変

更に係る設計図書を添えて、上司の決

裁を受けるものとする。ただし、突発

事故その他の事由により特に急施を要

する場合は、あらかじめ予算執行変更

伺書により施工することができる。こ

の場合においては、第８条ただし書を

準用する。 

２ 工事担当課長は、設計変更をしよう

とするときは、予算執行変更伺書に変

更に係る設計図書を添えて、上司の決

裁を受けるものとする。ただし、突発

事故その他の事由により特に急施を要

する場合は、あらかじめ予算執行変更

伺書により施行することができる。こ

の場合においては、第８条ただし書を

準用する。 

３ （略） ３ （略） 

  

（臨機の措置） （臨機の措置） 

第３１条 監督職員は、災害の防止その

他工事の施工上緊急やむを得ず、受注

者等に臨機の措置をとらせる必要があ

第３１条 監督職員は、災害の防止その

他工事の施行上緊急やむを得ず、受注

者等に臨機の措置をとらせる必要があ



るときは、工事担当課長の指示を受け

るものとする。ただし、工事担当課長

の指示を受ける暇がないときは、適宜

の指示を行い、そのてん末を書面によ

り工事担当課長に報告するものとす

る。この場合において、当該措置が軽

微なものについては口頭によることが

できる。 

るときは、工事担当課長の指示を受け

るものとする。ただし、工事担当課長

の指示を受ける暇がないときは、適宜

の指示を行い、そのてん末を書面によ

り工事担当課長に報告するものとす

る。この場合において、当該措置が軽

微なものについては口頭によることが

できる。 

２ （略） ２ （略） 

  

（精算） （精算） 

第３４条 工事担当課長は、第８条ただ

し書に規定する突発事故その他の事由

により施工した工事又は第２７条に規

定する工事の打切り等により精算する

必要が生じたときは、速やかに精算書

を作成して、上司の決裁を受けるもの

とする。 

第３４条 工事担当課長は、第８条ただ

し書に規定する突発事故その他の事由

により施行した工事又は第２７条に規

定する工事の打切り等により精算する

必要が生じたときは、速やかに精算書

を作成して、上司の決裁を受けるもの

とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（監督職員の交替） （監督職員の交替） 

第３８条 工事担当課長は、工事の施工

中において監督職員を交替させる必要

が生じたときは、自ら立会いのうえ、

前任の監督職員から後任の監督職員に

対し、当該工事の関係書類及び必要事

項の引継ぎをさせるものとする。 

第３８条 工事担当課長は、工事の施行

中において監督職員を交替させる必要

が生じたときは、自ら立会いのうえ、

前任の監督職員から後任の監督職員に

対し、当該工事の関係書類及び必要事

項の引継ぎをさせるものとする。 

 

附 則 

この規程は、令和４年１月１日から施行する。 

（総務部調達契約課） 


